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昨
年
十
二
月
二
十
四
日
の
閣
議
で
平
成
二
十

一
年
度
政
府
予
算
案
が
決
定
し
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
、文
部
科
学
省
の
私
学
関
係
予
算
と
し
て
、

私
学
助
成
関
係
予
算
案
、
幼
児
教
育
関
係
予
算

案
（
私
立
幼
稚
園
に
関
す
る
主
な
予
算
）、
専

修
学
校
関
係
予
算
案
の
概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

私
学
助
成
関
係
予
算
（
案
）

　

二
十
一
年
度
私
学
助
成
関
係
予
算
（
案
）
に

つ
い
て
は
、
表
１
の
と
お
り
で
す
。

　

私
立
大
学
等
の
経
常
費
に
対
す
る
補
助
に
つ

い
て
は
、
対
前
年
度
三
〇
億
八
、
六
〇
〇
万
円

減
の
総
額
三
、
二
一
七
億
八
、
二
〇
〇
万
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、「
一
般
補
助
」

は
二
、
一
一
五
億
六
、
八
〇
〇
万
円
、「
特
別

補
助
」
は
一
、
一
〇
二
億
一
、
四
〇
〇
万
円
と

な
り
ま
し
た
。「
特
別
補
助
」
で
は
、
教
育
の

質
の
向
上
、
地
域
活
性
化
へ
の
貢
献
、
国
際
化

の
推
進
、
学
生
の
就
学
・
就
職
支
援
等
の
取
り

組
み
を
重
点
的
に
支
援
す
る
と
し
て
、
新
た
な

メ
ニ
ュ
ー
の
新
設
や
該
当
す
る
項
目
へ
の
増
額

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

私
立
高
等
学
校
等
の
経
常
費
助
成
費
等
に
対

す
る
補
助
に
つ
い
て
は
、
教
育
振
興
基
本
計
画

を
踏
ま
え
た
特
色
あ
る
教
育
を
行
う
学
校
に
助

成
を
行
う
都
道
府
県
に
対
し
て
補
助
の
充
実
を

図
る
と
し
て
前
年
度
同
額
の
一
、〇
三
八
億
五
、

〇
〇
〇
万
円
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
立
大
学
等
に
お
け
る
教
育
研
究
装
置
・
施

設
の
整
備
費
に
対
す
る
補
助
に
つ
い
て
は
、
九

二
億
六
、
八
〇
〇
万
円
（
対
前
年
度
一
二
億
八
、

九
〇
〇
万
円
減
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
二
十
一

年
度
に
お
い
て
は
、
私
立
学
校
施
設
の
耐
震
化

を
促
進
す
る
た
め
、
大
規
模
地
震
に
よ
り
倒
壊

す
る
危
険
性
が
高
い
施
設
に
対
し
て
私
立
高
校

等
の
耐
震
改
修
事
業
の
補
助
率
を
引
き
上
げ
る

（
三
分
の
一
↓
二
分
の
一
）
と
と
も
に
、
低
炭

素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
施
設
設
備
に
対
し
て

支
援
す
る
「
エ
コ
キ
ャ
ン
パ
ス
推
進
事
業
」
を

創
設
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
私
立
大

学
等
の
情
報
化
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、「
情

報
通
信
施
設
」（
既
存
施
設
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ

ア
対
応
施
設
へ
の
改
造
）
及
び
「
情
報
通
信
装

置
」（
学
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
等
）
が
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
推

進
事
業
」
に
統
合
さ
れ
ま
す
。

　

私
立
学
校
施
設
高
度
化
推
進
事
業
費
補
助

（
利
子
助
成
）
に
つ
い
て
は
、
私
立
学
校
施
設

の
耐
震
化
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、
二
十
一
年

度
及
び
二
十
二
年
度
に
融
資
を
受
け
る
老
朽
校

舎
等
の
建
替
え
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
利
子
助

成
率
を
引
き
上
げ
、
学
校
法
人
負
担
率
を
現
行

よ
り
〇
・
五
％
優
遇
す
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
補
助
に

つ
い
て
は
、
基
礎
年
金
拠
出
金
国
庫
負
担
割
合

が
三
分
の
一
＋
千
分
の
三
二
か
ら
二
分
の
一
相

当
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
長
期
給

付
事
業
に
か
か
る
費
用
の
補
助
が
大
幅
に
増
額

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
九
三
二
億
二
、
八

〇
〇
万
円
（
対
前
年
度
比
二
八
七
億
八
、
五
〇

〇
万
円
増
）
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
度

私
学
関
係
予
算（
案
）

　
　
　
　
　
　

の
概
要

表１　平成21年度　私学助成関係予算額（案）一覧
（単位：百万円）

事　　　　　　　項 20年度
予算額

21年度
予算額（案）

比較増
△減額

私立大学等経常費補助 324,868 321,782 △3,086

　　１．一般補助 213,597 211,568 △2,029

　　２．特別補助 111,271 110,214 △1,057

私立高等学校等経常費助成費等補助 103,850 103,850       0

　　１．一般補助  91,596  92,039     443

　　２．特別補助   9,559   9,360   △199

　　３．教育改革推進モデル事業     201       0   △201

　　４．特定教育方法支援事業   2,494   2,451    △43

私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助  10,557   9,268 △1,289

私立高等学校等施設高機能化整備費補助   2,078   2,038    △40

私立大学等研究設備整備費等補助   6,269   6,195    △74

　　１．私立大学等研究設備等整備費補助   5,269   5,195    △74

　　２．私立高等学校等ＩＴ教育設備整備推進事業   1,000   1,000       0

私立学校施設高度化推進事業費補助（利子助成）   1,177   1,177       0

日本私立学校振興・共済事業団補助  64,443  93,228  28,785

日本私立学校振興・共済事業団貸付事業
（うち財政融資資金）

 60,000
（ 16,300）

 60,000
（ 16,300）

      0
（      0）
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幼
児
教
育
関
係
予
算
（
案
）

　

二
十
一
年
度
幼
児
教
育
関
係
予
算
（
案
）
は
、

総
額
五
五
一
億
四
、
五
〇
〇
万
円
（
対
前
年
度

比
一
二
億
九
、
一
〇
〇
万
円
増
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

私
立
幼
稚
園
に
関
す
る
主
な
予
算
の
概
要
に

つ
い
て
は
表
２
の
と
お
り
で
す
。

　

幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
に
つ
い
て
は
、
私

立
幼
稚
園
の
補
助
単
価
の
引
き
上
げ
と
第
二
子

以
降
の
保
護
者
負
担
の
軽
減
に
よ
り
、
二
十
一

年
度
予
算
（
案
）
に
お
い
て
は
、
二
〇
三
億
九
、

七
〇
〇
万
円
（
対
前
年
度
比
一
一
億
八
、
五
〇

〇
万
円
増
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

新
規
事
業
で
あ
る
「
幼
稚
園
教
育
理
解
推
進

事
業
」
に
つ
い
て
は
、
三
、
六
〇
〇
万
円
が
計

上
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
立
幼
稚
園
設
備
費
補
助
は
、
一
〇
億
九
、

七
〇
〇
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
喫
緊
の
課

題
で
あ
る
耐
震
化
等
の
た
め
二
十
年
度
補
正
予

算
で
措
置
さ
れ
た
二
三
億
八
、
九
〇
〇
万
円
を

合
算
す
る
と
、
三
四
億
八
、
六
〇
〇
万
円
と
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
幼
稚
園
・
保
育
所
の
枠
組
み
を
超
え

た
総
合
的
な
支
援
と
し
て
概
算
要
求
さ
れ
た
、

認
定
こ
ど
も
園
幼
保
連
携
型
移
行
・
設
置
促
進

事
業
に
つ
い
て
は
、
二
十
年
度
補
正
予
算
で
前

倒
し
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

私
立
幼
稚
園
に
対
す
る
経
常
費
助
成
費
補
助

に
つ
い
て
は
、「
幼
稚
園
特
別
支
援
教
育
経
費
」

な
ど
に
つ
い
て
充
実
が
図
ら
れ
、三
三
五
億
三
、

三
〇
〇
万
円
（
対
前
年
度
比
九
、
五
〇
〇
万
円

増
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

表２　平成21年度　幼児教育関係予算額（案）の概要
（単位：百万円）

区　　　　　分 20年度
予算額

21年度
予算額（案）

比較増
△減額 備　　　　　　　　　考

幼児教育関係予算総額 53,854 55,145 1,291 約2.4 %増

（単位：百万円）

区　　　　　分 20年度
予算額

21年度
予算額（案）

比較増
△減額 備　　　　　　　　　考

1. 幼稚園就園奨励費補助 19,212 20,397 1,185 約6.2 %増 ※20年度→21年度

・私立幼稚園の補助単価の引き上げ【5％増】
　Ⅰ　生活保護世帯・市町村民税非課税世帯　　　146,200円→153,500円（7,300円増）
　Ⅱ　市町村民税所得割非課税世帯　　　　　　　110,800円→116,300円（5,500円増）
　　　（年収２９０万円以下）※
　Ⅲ　市町村民税所得割課税額（34,500円以下）　　84,200円→ 88,400円（4,200円増）
　　　（年収３６０万円以下）※
　Ⅳ　市町村民税所得割課税額（183,000円以下）　 59,200円→ 62,200円（3,000円増）
　　　（年収６８０万円以下）※
　※年収は夫婦と子ども2人の場合

・第２子以降の保護者負担の軽減
　【第１子の保護者負担割合を［１．０］とした場合】
　　　（兄・姉が幼稚園児の場合）
　　　第２子　　：［０．７］→［０．５］（半額）
　　　第３子以降：［０．２］→［０．０］（無償）
　　　（兄・姉が小１～小３の場合）
　　　第２子　　：［０．９］→［０．９］
　　　第３子以降：［０．８］→［０．０］（無償）

2.  幼稚園教育内容・方法
の 改善充実

20 36 16 1. 幼稚園教育理解推進事業（新規）　　　36百万円
　 ※前年度限りの経費　　　　　　　　 20百万円

3.  幼児期からの「人間力」
向上総合推進プラン

76 82 6 1. 幼児教育の改善・充実調査研究　76百万円→82百万円

4.  私立幼稚園施設整備費
補助

1,108 1,097 △11 ※平成20年度1次補正予算　　1,425百万円
　平成20年度2次補正予算　　　964百万円
※ 公立幼稚園施設整備費については「安全・安心な学校
づくり交付金」の内数　　74,867百万円→75,068百万
円

5.  認定こども園幼保連携
型移行・設置促進事業
（新規）

0 － － ※ 平成20年度補正予算で前倒計上（金額は、文科・厚労
合算額）
　・平成20年度1次補正予算　　2,147百万円
　・ 平成20年度2次補正予算「安心こども基金（仮称）」
（1,000億円）の内数

6.  私立高等学校等経常費
助成費等補助（幼稚園分）

33,438 33,533 95

（ア）一般補助 26,107 26,196 89
（イ）特別補助 7,331 7,337 6 1. 子育て支援推進経費　　　4,625百万円→4,617百万円

2. 幼稚園特別支援教育経費　2,706百万円→2,720百万円
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専
修
学
校
関
係
予
算
（
案
）

　

専
修
学
校
は
、
社
会
の
多
様
な
要
請
に
即
応

し
た
実
践
的
・
専
門
的
な
職
業
教
育
を
行
う
教

育
機
関
と
し
て
、
地
域
の
人
材
養
成
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
雇
用
情
勢
の
変
化
や

フ
リ
ー
タ
ー
・
ニ
ー
ト
問
題
な
ど
か
ら
、
キ
ャ

リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
、

そ
の
役
割
は
ま
す
ま
す
注
目
さ
れ
て
き
て
い
ま

す
。

　

二
十
一
年
度
予
算
案
に
つ
い
て
も
、
専
修
学

校
制
度
の
特
色
を
生
か
し
た
各
種
施
策
の
充
実

を
図
る
な
ど
、
引
き
続
き
専
修
学
校
教
育
の
振

興
に
努
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

生
涯
学
習
政
策
局
で
は
、
一
二
億
九
、
九
○

○
万
円
を
計
上
し
、
専
修
学
校
の
職
業
教
育
機

能
を
活
用
し
た
若
者
等
の
就
職
困
難
者
に
対
し

就
業
能
力
の
向
上
を
支
援
す
る
事
業
や
、
留
学

生
の
日
本
で
の
就
職
・
生
活
を
支
援
す
る
事
業

な
ど
を
新
規
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
高
校
生

等
に
対
す
る
多
様
な
職
業
体
験
の
機
会
の
提
供

や
、
教
育
力
・
基
礎
力
の
向
上
な
ど
社
会
的
要

請
の
高
い
課
題
に
対
応
す
る
教
育
方
法
等
の
重

点
的
な
研
究
開
発
な
ど
、
引
き
続
き
専
修
学
校

の
教
育
内
容
等
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
教
育
装
置
・
情
報
処
理
関
係
設
備

等
に
つ
い
て
必
要
な
経
費
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

　

二
十
一
年
度
専
修
学
校
関
係
予
算
（
案
）
に

お
け
る
主
な
事
業
の
概
要
に
つ
い
て
は
表
３
の

と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

表３　平成21年度　専修学校関係予算額（案）の概要
（単位：百万円）

事　　　　　　　　　項 20年度
予算額

21年度
予算額（案）

比較増
△減額

1 　専修学校を活用した就業能力向上支援事業（新規）

－ 540 540　若者等を対象に、専修学校の持つ職業教育機能を活用した実践型教育プロ
グラムを実施し、多様な学習機会の提供と高度職業専門人の育成を図り、就
業能力の向上を図る取組を推進する。

2 　専修学校留学生総合支援プラン（新規）

－ 133 133　将来の労働力の確保等のため、専修学校における留学生に対し、支援体制
の構築を図り、日本での就職に必要となる知識・技術等の向上を目的とした
学習機会を提供するとともに、雇用機会の拡大を図る取組みを実施する。

3 　専修学校教育重点支援プラン（拡充）

417 459 42　社会的要請の高い課題に対応する教育内容や方法等についての重点的な研
究開発を「研究指定校」として指定した専修学校に委託し、その成果を全国
に普及する。

4 　専修学校・高等学校連携等職業教育推進プラン
147 147 0　高校生の自主的な進路選択など、若年者の職業意識の涵養を図るため、高

等学校と連携した意識啓発のための職業教育を実施する。

5 　専修学校教育等の運営改善に関する調査指導 21 21 0

6 　私立学校施設整備費補助金
294 294 0　・専修学校大型教育装置整備費補助

　　専修学校（専門課程）の教育装置・学内ＬＡＮ装置の整備費について補助。

7 　私立大学等研究設備整備費等補助金
931 931 0  ・専修学校情報処理関係設備整備費補助

     専修学校（専門課程）の情報処理関係設備の整備費について補助。

8 　専修学校教員研修事業等補助
13 12 △1

   財団法人専修学校教育振興会が行う教員研修に対する補助。

9 　国費外国人留学生制度
796 772 △24

　専修学校（専門課程）における国費留学生の計画的受入れを整備。

　（前年度限りの経費） 728 － △728

計 3,347 3,309 △38

○ 　日本学生支援機構奨学金事業
119,803 122,447 2,644　教育負担の軽減を図り、学生が自立して学べるようにするための育英奨学

事業の充実。
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私
学
事
業
団
で
は
、
私
立
学
校
教
育
の
振
興

を
図
る
た
め
、
私
立
学
校
の
施
設
整
備
に
要
す

る
資
金
、
そ
の
他
経
営
に
必
要
な
資
金
の
融
資

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

事
業
団
融
資
は
、
国
の
財
政
融
資
資
金
、
私

立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
年
金
運
用
資
産
等

を
原
資
と
す
る
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。

　

事
業
団
融
資
の
特
長
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

①
長
期

　

＊ 

施
設
整
備
へ
の
融
資
は
、
据
置
期
間
を
含

め
て
最
大
二
十
年
で
す
。

　

②
固
定
金
利

　

＊
償
還
完
了
ま
で
契
約
時
の
金
利
で
す
。

　

③
元
金
均
等
償
還

　

＊ 

償
還
の
進
行
に
応
じ
て
確
実
に
元
金
が
減

少
し
ま
す
。

　

今
月
号
で
は
、
前
年
度
か
ら
の
変
更
点
を
中

心
に
、
平
成
二
十
一
年
度
の
融
資
事
業
に
つ
い

て
ご
案
内
し
ま
す
。

　

融
資
事
業
の
計
画

　

二
十
一
年
度
の
融
資
計
画
額
は
前
年
度
と
同

額
の
六
○
○
億
円
で
す
。

　

融
資
の
対
象
と
な
る
主
な
事
業
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

　

・ 

校
舎
、
園
舎
等
の
建
築
、
校
地
、
園
地
の

買
収
（
一
般
施
設
費
）

　

・ 

校
教
具
、
機
器
備
品
の
購
入
（
教
育
環
境

整
備
費
）

　

・ 

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
施
設
の
復
旧

（
災
害
復
旧
費
）

　

・ 

公
害
防
止
の
た
め
の
施
設
整
備
（
公
害
対

策
費
）

　

・ 

寄
宿
舎
等
の
建
築
、
障
害
者
の
利
用
の
た

め
の
改
修
（
特
別
施
設
費
）

　

融
資
費
目
ご
と
の
計
画
額
、
融
資
金
利
等
は

下
記
の
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
（
融
資
金
利

は
毎
月
見
直
し
を
し
ま
す
）。

　

融
資
事
業
の
変
更
点

　

一
般
施
設
費
の
次
世
代
型
学
校
施
設
整
備
事

業
に
「
温
暖
化
対
策
事
業
」
を
新
設
し
ま
す
。

次
世
代
型
学
校
施
設
整
備
事
業
の
要
件
の
う

ち
、「
地
球
環
境
保
護
に
配
慮
し
た
施
設
」
を

温
暖
化
対
策
事
業
に
特
化
し
、
項
目
立
て
す
る

も
の
で
す
。
対
象
と
な
る
事
業
は
、
国
等
か
ら

温
暖
化
関
係
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
事
業

で
、
融
資
額
の
上
限
は
補
助
金
と
同
額
以
内
で

す
。

　

そ
の
ほ
か
、
大
学
等
の
建
築
基
準
単
価
の
改

定
（
平
米
当
た
り
一
八
七
、
九
〇
〇
円
↓
一
九

〇
、
五
〇
〇
円
）
を
実
施
し
ま
す
。

　

利
子
助
成
制
度
の
拡
充

　

築
三
十
年
以
上
の
老
朽
校
舎
等
又
は
危
険
建

物
と
認
定
さ
れ
た
旧
耐
震
基
準
（
昭
和
五
十
六

平
成
二
十
一
年
度

　
　
　
　
　

融
資
事
業
の
ご
案
内

表．平成21年度融資事業計画（案）

融資費目 事　業　内　容
21年度
計画額
（案）

融資金利（参考）※
20年以内
（うち据置
2年以内）

10年以内
（据置年数2年
以内含む）　

百万円 ％ ％

一般施設費

①校（園）舎、体育館、講堂等の建築事業
②校地等買収、造成事業

53,700 

1.9 

1.4
③私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に選定された事業に
　係る施設の整備事業 1.6 

④次世代型学校施設の整備事業 1.7 
⑤温暖化対策のための整備事業 1.6 
⑥防災（耐震）機能強化の改修事業 1.6 

特別施設費
① 寄宿舎、国際交流会館、附属病院等の建築、用地買収事業

4,000 
2.0 

1.5 
②障害者の利便をはかるために校舎等を改修する事業 1.6 

災害復旧費 風水害、地震等による災害復旧事業 100 1.2 　　　－
公害対策費 騒音、アスベスト等の公害防止対策のための施設整備事業 100 1.6 　　　－

教育環境
整備費

①机、椅子、図書等の校教具の購入
　　　※対象学校は幼稚園、特別支援学校、専修学校

2,100 

1.0 5年6か月以内（うち据置6か月）
②実験・実習用機器、通園バス等1個又は1組の価格が500万円
　以上の機器備品・装置、車両等の購入 1.4 10年以内

（うち据置2年）③ 「私立大学研究設備整備費等補助金」等の補助対象設備・備品
④過疎地の高等学校の経営に必要な資金 1.1 

⑤経営困難校を支援する法人が一時的に要する資金 1.0 5年6か月以内（うち据置6か月）
※１．融資金利は平成21年3月1日現在のものです（金利は毎月見直しています）。
※２．一般施設費のうち、6年金利は1.2％です。
※３． 一般施設費のうち、沖縄県に所在する学校（専修・各種学校を除く）の施設整備事業の融資金利は1.6％（返済年限22年以内）です。
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「
学
校
法
人
活
性
化
・
再
生
研
究
会―

最
終

報
告
」（
平
成
十
九
年
八
月
公
表
）
に
掲
載
し

た
「
自
己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
の
デ
ー
タ

を
更
新
し
、
新
た
に
財
務
バ
ラ
ン
ス
が
一
目
で

わ
か
る
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
（
下
図
）
等
を

添
付
し
た
も
の
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。（http://

w
w
w
.shigaku.go.jp/checklist20.pdf

）

　

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、
経
営
悪
化
の
兆
候

を
早
期
発
見
で
き
る
、い
わ
ば
学
校
法
人
の「
健

康
診
断
書
」を
目
指
し
て
作
成
し
た
も
の
で
す
。

　

評
価
項
目
と
し
て
は
、主
要
な
財
務
指
標（
帰

属
収
支
差
額
比
率
、
人
件
費
比
率
等
）
の
ほ
か
、

こ
れ
ら
指
標
の
悪
化
要
因
と
な
る
項
目
（
志
願

倍
率
、
教
員
一
人
当
た
り
学
生
数
等
）
及
び
管

理
運
営
等
の
定
性
的
な
項
目
も
対
象
と
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
評
価
の
方
法
は
、
絶
対
、
相
対
、
趨
勢

評
価
と
三
つ
の
視
点
を
設
け
る
こ
と
で
、
多
角

的
に
評
価
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
例
え
ば
、「（
運
用
資
産
は
）
平
均
以

上
保
有
し
て
い
る
が
、
本
学
園
の
施
設
設
備
計

画
等
か
ら
算
出
し
た
目
標
値
に
は
達
し
て
い
な

い
」、「（
入
学
定
員
充
足
率
は
）
改
善
傾
向
に

あ
る
が
、
全
体
と
の
比
較
で
は
低
い
数
値
で
あ

る
」
な
ど
の
視
点
を
変
え
た
評
価
が
可
能
と
な

り
ま
す
。

　

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
参
考
に
し
て
、
今
後

経
営
改
善
を
行
う
う
え
で
、
ど
こ
か
ら
手
を
つ

け
る
べ
き
な
の
か
な
ど
、
法
人
内
で
の
経
営
課

題
へ
の
共
通
理
解
を
得
て
、
学
園
一
体
と
な
っ

た
経
営
改
善
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

　

な
お
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、
ひ
と
つ
の
参

考
例
で
す
の
で
、
各
学
校
法
人
の
実
態
に
合
わ

せ
て
適
宜
修
正
を
加
え
た
う
え
で
、
ご
活
用
い

た
だ
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

経
営
支
援
室

☎
〇
三（
三
二
三
〇
）七
八
二
九
・
七
八
三
二

Ｅ
メ
ー
ル　

shien@
shigaku.go.jp

「
自
己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

《
大
学
・
短
大
編
》
平
成
二
十
年
度
版
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
に
つ
い
て

3

33 2
3
4
5
6
7
8
9
10

絶対評価
相対評価
趨勢評価

①帰属収支差額比率

2
4

0
1

②人件費比率

④運用資産
　　　対帰属収入

⑤外部負債
　対帰属収入比

③教育研究活動
　　　収支差額比率

※１）図形が大きく広がるほど経営状態がよいことを表す。
※２）レーダーチャートで示す□内の数字は、相対評価の値である

図　レーダーチャート

年
以
前
の
建
物
）
の
校
舎
等
の
建
替
事
業
に
本

事
業
団
の
融
資
を
利
用
さ
れ
る
と
、
本
事
業
団

へ
の
初
回
の
利
払
い
か
ら
十
年
間
に
わ
た
り
文

部
科
学
省
か
ら
利
子
助
成
（
私
立
学
校
施
設
高

度
化
推
進
事
業
補
助
金
）
が
受
け
ら
れ
、
法
人

の
金
利
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
学
校
は
、
大
学
・
短
期
大
学
・

高
等
専
門
学
校
・
高
等
学
校
・
中
等
教
育
学
校
・

中
学
校
・
特
別
支
援
学
校
で
す
。

　

二
十
一
年
度
及
び
二
十
二
年
度
の
新
規
融
資

に
つ
い
て
、利
子
助
成
制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
す
。

現
行
、
法
人
負
担
金
利
は
大
学
等
で
一
・
〇
％
、

高
等
学
校
等
一
・
五
％
で
す
。
こ
れ
が
、
大
学

等
〇
・
五
％
、
高
等
学
校
等
一
・
〇
％
と
な
り
ま

す
（
融
資
金
利
が
二
・
六
％
を
超
え
る
場
合
、

利
子
助
成
率
は
大
学
等
一
・
六
％
、
高
等
学
校

等
一
・
一
％
で
固
定
さ
れ
る
た
め
、
法
人
の
負

担
金
利
は
変
わ
り
ま
す
）。

　

老
朽
校
舎
等
の
建
替
事
業
を
事
業
団
融
資
と

利
子
助
成
制
度
が
強
力
に
ご
支
援
し
ま
す
。

❖
❖
❖
❖
❖
❖

　

融
資
要
件
、
事
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
融
資
事

業
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
お
気
軽
に

ご
照
会
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

融
資
部　

融
資
課

☎
○
三（
三
二
三
○
）七
八
六
二
〜
七
八
六
七

Ｅ
メ
ー
ル　

yushi@
shigaku.go.jp

利子助成制度の概要
【現行】 【21・22年度】

（例）融資金利2.0％でお借り入れの場合の法人負担金利

大学等　　　　1.0％

（融資金利2.0％－利子助成率1.0％）

高校等　　　　1.5％

（融資金利2.0％－利子助成率0.5％）

⇨
 （例）融資金利2.0％でお借り入れの場合の法人負担金利

大学等　　　　0.5％

（融資金利2.0％－利子助成率1.5％）

 高校等　　　　1.0％

（融資金利2.0％－利子助成率1.0％）

※利子助成期間は本事業団の融資を受けた時点から10年間です。
※本事業団の融資金利が2.6％を超える場合は、利子助成率は1.6％（高校1.1％）で固定されます。
※大学等とは、大学、短期大学及び高等専門学校、高校等とは高等学校、中等教育学校、中学校、小学校及び特別支援学校です。
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二
十
一
年
度
の
事
業
計
画
に
お
い
て
、
保
健

事
業
の
一
部
を
見
直
す
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

1
郵
送
検
診
事
業 
（
二
十
一
年
四
月
か
ら
）

　

が
ん
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
総
合
的
に
検
査

し
て
早
期
発
見
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
し
か

し
、
多
く
の
方
は
時
間
的
・
経
済
的
な
理
由
に

よ
り
定
期
的
な
が
ん
検
診
を
受
け
て
い
な
い
の

が
現
状
で
す
。
郵
送
検
診
事
業
は
、
高
額
な
費

用
を
か
け
ず
に
手
軽
な
方
法
で
実
施
で
き
る
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
、
検
査
結
果
も
あ
る
程
度
の
指

針
を
示
す
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

昭
和
五
十
六
年
以
降
、
死
亡
原
因
の
第
一
位

は
が
ん
で
あ
り
、
一
生
涯
に
が
ん
に
か
か
る
可

能
性
は
、
男
性
は
二
人
に
一
人
、
女
性
は
三
人

に
一
人
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
胃
が
ん
、
子
宮
が

ん
の
死
亡
率
及
び
羅
患
率
は
横
ば
い
で
す
が
、

食
生
活
の
欧
米
化
等
に
よ
り
、
肺
が
ん
、
大
腸

が
ん
、
乳
が
ん
及
び
前
立
線
が
ん
に
つ
い
て
は

増
加
傾
向
に
あ
る
な
ど
、
が
ん
の
種
類
に
も
変

化
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

私
学
事
業
団
で
は
、
全
国
ど
こ
か
ら
で
も
、

自
宅
で
ご
く
少
量
の
検
体
を
採
取
し
て
郵
送
す

る
だ
け
で
、
手
軽
に
ご
自
身
の
健
康
管
理
に
役

立
て
ら
れ
る
郵
送
検
診
事
業
を
さ
ら
に
充
実
さ

せ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

二
十
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
特
定
健
康
診
査

事
業
は
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
に
重
点
が
置
か

れ
、
が
ん
検
診
は
検
査
項
目
に
含
ま
れ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
特
定
健
診
と
と
も
に
郵
送
検
診
を

並
行
し
て
ご
利
用
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

見
直
し
内
容

①
検
査
項
目

　

三
項
目
を
五
項
目
に
拡
大

　

 　

従
来
の
大
腸
が
ん
・
肺
が
ん
・
子
宮
頚

が
ん
に
加
え
、
新
た
に
胃
が
ん
・
前
立
腺

が
ん
の
検
査
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

②
利
用
回
数

　

年
度
一
項
目
限
定
を
五
項
目
に
拡
大

　
 　

た
だ
し
、
同
一
検
査
の
重
複
利
用
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

※ 

利
用
金
額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
（
一
項

目
に
つ
き
五
〇
〇
円
）。

　
　

利
用
対
象
者
… 
三
十
歳
以
上
の
加
入
者
、

被
扶
養
者
及
び
七
十
五
歳

以
上
で
引
き
続
き
私
学
に

勤
務
し
て
い
る
教
職
員

　

※ 

お
申
し
込
み
方
法
等
の
詳
細
は
「
私
学
共

済
ブ
ッ
ク
２
０
０
８
〔
保
健
・
宿
泊
編
〕」

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

2
出
産
祝
品
等
の
贈
呈
事
業

（
二
十
一
年
四
月
対
象
分
か
ら
）

　

国
の
少
子
化
対
策
に
沿
っ
た
事
業
の
意
義
を

勘
案
し
て
贈
呈
品
の
品
質
を
向
上
さ
せ
、
加
入

者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
商
品
構
成
に
見
直
し
ま
す
。

　

ま
た
、
長
期
療
養
者
見
舞
品
及
び
災
害
見
舞

品
に
つ
い
て
も
同
様
に
見
直
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
長
寿
医
療
制

度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
が
導
入
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
は

七
十
五
歳
を
迎
え
る
と
、
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
の
被
保
険
者
と
な
り
、
本
事
業
団
の
短

期
給
付
や
保
健
事
業
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

本
事
業
団
で
は
私
立
学
校
に
引
き
続
き
勤
務

し
て
い
る
教
職
員
の
方
の
予
防
医
療
等
の
事
業

と
し
て
、
当
分
の
間
、
次
の
健
康
の
保
持
増
進

に
関
す
る
保
健
事
業
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
ま

す
。1

対
象
者

　

長
寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で
、
引
き
続
き

私
学
に
勤
務
し
て
い
る
教
職
員

※ 

た
だ
し
丙
種
校
（
長
期
給
付
の
み
適
用
校
）

の
教
職
員
及
び
七
十
五
歳
以
降
に
新
た
に
又

は
再
び
私
学
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
教

職
員
は
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

2
利
用
で
き
る
保
健
事
業

●
人
間
ド
ッ
ク
利
用
費
用
補
助
事
業

●
郵
送
検
診
事
業

●
健
康
増
進
宿
泊
施
設
利
用
補
助
事
業

●
厚
生
施
設
利
用
費
用
補
助
事
業

● 

各
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
（
京
都
を
除
き
ま
す
）

共
済
業
務
課
が
実
施
す
る
地
域
保
健
事
業

（
健
康
に
関
す
る
講
演
会
等
）

● 

「
私
学
共
済
ブ
ッ
ク
〔
保
健
・
宿
泊
編
〕」
及

び
加
入
者
向
広
報
﹇
共
済
だ
よ
り
﹈
レ
タ
ー

の
配
付

3
実
施
時
期

　

二
十
一
年
四
月
一
日
（
二
十
一
年
四
月
一
日

以
降
の
利
用
分
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
）。

七
十
五
歳
以
上
で
引
き
続
き
私
学
に
勤
務
し
て
い
る

教
職
員
に
対
す
る
保
健
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
（
予
定
）

共済業務に関する電話での相談サービス

受付時間　月曜日から金曜日まで
　　　　　（年末年始及び祝日を除く）
　　　　　９：00～17：15

広報相談センター相談室 ☎03（3813）5321（代表）

共
済
業
務
課

札　幌ガーデンパレス ☎011（222）6234（直通）

仙　台ガーデンパレス ☎022（299）6231（直通）

名古屋ガーデンパレス ☎052（957）1388（直通）

大　阪ガーデンパレス ☎06（6393）9701（直通）

広　島ガーデンパレス ☎082（262）1134（直通）

福　岡ガーデンパレス ☎092（752）0651（直通）

電話番号をお間違えのないようお願いします。
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平
成
二
十
一
年
度
の
掛
金
率
（
見
込
み
）
　

平
成
二
十
一
年
度
の
掛
金
率
は
、
介
護
分
掛
金
率
が
二
十
一
年
二
月
九
日
現
在
未
確
定
で
す
が
、
介
護
分
掛

金
率
を
〇
・
八
四
六
％
と
見
込
む
と
表
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。
確
定
分
は
、
学
校
法
人
等
あ
て
通
知
文
や
私

学
共
済
事
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
本
誌
四
月
号
に
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

１　

短
期
掛
金
率

①
介
護
分
掛
金
率
の
改
定
（
見
込
み
）

　

介
護
分
掛
金
率
は
、
介
護
納
付
金
に

関
す
る
厚
生
労
働
省
告
示
に
よ
り
算
出

さ
れ
る
「
私
学
事
業
団
が
納
付
す
べ
き

介
護
納
付
金
」
を
も
と
に
し
て
算
定
し

て
い
ま
す
。

　

例
年
は
二
月
初
旬
の
告
示
を
も
と

に
、
二
月
に
開
催
さ
れ
る
共
済
運
営
委

員
会
で
介
護
分
掛
金
率
改
定
の
了
承
を

受
け
、
三
月
号
で
お
知
ら
せ
を
し
て
い

ま
し
た
。

　

今
年
は
告
示
が
例
年
よ
り
遅
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
二
十
一
年
度
の
介
護
分

掛
金
率
に
つ
い
て
は
、
昨
年
と
同
様
告

示
が
示
さ
れ
次
第
、
共
済
運
営
委
員
会

の
了
承
を
得
て
確
定
し
、
学
校
法
人
等

あ
て
通
知
文
や
本
誌
四
月
号
、
私
学
共

済
事
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

な
お
、
昨
年
十
二
月
の
厚
生
労
働
省

か
ら
の
事
務
連
絡
に
よ
る
数
値
に
基
づ

き
算
定
す
る
と
、
二
十
一
年
度
の
介
護

分
掛
金
率
は
、
現
行
の
〇
・
八
三
三
％

が
〇
・
八
四
六
％
（
〇
・
〇
一
三
％
引
き

上
げ
）
程
度
と
な
る
見
込
み
で
す
。

②
短
期
給
付
分
掛
金
率
の
据
え
置
き

　

短
期
勘
定
の
今
後
五
年
間
（
二
十
一

〜
二
十
五
年
度
）
の
収
支
推
計
を
行
っ

た
結
果
、
高
齢
化
に
よ
る
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
や
医
療
給
付
費
の
増
加
に
伴

い
、
二
十
一
年
度
か
ら
毎
年
度
当
期
総

利
益
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
マ
イ
ナ
ス
に
対
し
て
は
、
現
在

保
有
し
て
い
る
積
立
金
を
一
部
取
り
崩

す
こ
と
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
二
十
一
年
度
の
短
期
掛
金

率
の
う
ち
短
期
給
付
分
は
、
現
行
の

六
・
五
二
％
に
据
え
置
く
こ
と
と
し
ま

す
。

２　

長
期
掛
金
率

　

長
期
給
付
分
掛
金
率
は
、
共
済
規
程

に
よ
り
毎
年
〇
・
三
五
四
％
ず
つ
引
き

上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
二
十
一

年
度
は
一
二
・
二
三
〇
％
と
な
り
ま
す
。

◎ 

事
務
費
分
及
び
福
祉
事
業
分
掛
金
率

の
改
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

表　平成21年度の掛金率（見込み）
①40歳以上65歳未満の加入者　　　　　（　　）内は20年度の掛金率 （％）

区　分
短期掛金率 長期掛金率

合　計短　期
給付分 介護分 事務費分 福　祉

事業分 計 長　期
給付分 事務費分 福　祉

事業分 計

甲　種
加入者 6.52 0.846

（0.833） 0.08 0.12 7.566
（7.553）

12.230 
（11.876） 0.08 0.12 12.430 

（12.076）
19.996 

（19.629）

乙種加入
者等（注） 6.52 0.846

（0.833） 0.08 0.19 7.636
（7.623） ― ― ― ― 7.636

（7.623）

丙　種
加入者 ― ― ― ― ― 12.230 

（11.876） 0.08 0.19 12.500 
（12.146）

12.500
（12.146）

任意継続
加入者 6.52 0.846

（0.833） 0.08 0.12 7.566
（7.553） ― ― ― ― 7.566

（7.553）

②40歳未満及び65歳以上の加入者　　　（　　）内は20年度の掛金率 （％）

区　分
短期掛金率 長期掛金率

合　計短　期
給付分 介護分 事務費分 福　祉

事業分 計 長　期
給付分 事務費分 福　祉

事業分 計

甲　種
加入者 6.52 ― 0.08 0.12 6.72 12.230 

（11.876） 0.08 0.12 12.430 
（12.076）

19.150 
（18.796）

乙種加入
者等［注］ 6.52 ― 0.08 0.19 6.79 ― ― ― ― 6.79

丙　種
加入者 ― ― ― ― ― 12.230 

（11.876） 0.08 0.19 12.500 
（12.146）

12.500 
（12.146）

任意継続
加入者 6.52 ― 0.08 0.12 6.72 ― ― ― ― 6.72

［注］乙種加入者等…乙種加入者、協定特例加入者、放送大学･法科大学院への公務員派遣加入者。
　　◎ 掛金の負担は、従来どおり、甲種・乙種・丙種加入者については、加入者と学校法人等が折半負担、任意継続

加入者については全額加入者負担となります。
　　◎ 都道府県補助金は、標準給与の月額にかかる長期掛金に対して補助されます。賞与等の額にかかる長期掛金に

対して補助はありません。
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貸
付
金
を
即
時
償
還
す
る
際
の

　
　
　
　

払
込
取
扱
票
が
変
わ
り
ま
す

１　

即
時
償
還
と
経
過
利
息

　

即
時
償
還
の
償
還
期
限
は
、
資
格
喪
失
や
即

時
償
還
す
べ
き
事
由
を
私
学
事
業
団
が
確
認

し
、「
即
時
償
還
通
知
書
」
を
交
付
し
た
日
か

ら
六
十
日
後
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
貸
付
け
の

規
則
で
は
、
利
息
を
月
単
位
（
月
利
）
で
賦
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
償
還
額
を
早
め

に
払
い
込
む
と
経
過
利
息
の
負
担
が
軽
く
な
り

ま
す
。

２　

 

即
時
償
還
の
通
知
と
償
還
金
の
払

い
込
み

　

借
受
人
が
即
時
償
還
に
該
当
す
る
と
、
次
の

①
②
を
所
属
す
る
学
校
法
人
等
あ
て
に
通
知
し

ま
す
。

①
借
受
人
あ
て

　

・「
即
時
償
還
通
知
書
」（
様
式
第
九
号
）

②
学
校
法
人
等
あ
て

　

・「
貸
付
金
異
動
確
認
通
知
書
」

　
　
（「
即
時
償
還
通
知
書
」
の
学
校
控
え
）

　

・「
貸
付
金
償
還
等
通
知
書（
払
込
取
扱
票
）」

　
　
（
様
式
第
十
号
）

　
「
即
時
償
還
通
知
書
」
と
「
貸
付
金
異
動
確

認
通
知
書
」
に
は
、
最
終
償
還
期
限
ま
で
の
間

の
経
過
利
息
が
異
な
る
償
還
額
を
払
い
込
み
の

期
日
ご
と
に
す
べ
て
明
記
し
て
い
ま
す
。
学
校

法
人
等
は
払
込
日
に
応
じ
た
償
還
額
を
金
融
機

関
に
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

３　

払
込
取
扱
票
の
複
数
枚
発
行

　

従
来
、
払
込
取
扱
票
は
、
最
終
償
還
期
限
の

償
還
額
を
記
載
し
た
も
の
を
一
枚
だ
け
送
付
し

て
い
ま
し
た
の
で
、
通
知
後
早
い
時
期
に
払
い

込
む
場
合
は
、
金
融
機
関
の
窓
口
で
払
込
金
額

を
訂
正
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
金
融
機
関
窓
口
の
本
人
確
認
事
務
が
強
化

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
払
込
取
扱
票
の
記
載
内
容

を
訂
正
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
金
融
機
関

窓
口
で
の
払
込
手
続
き
が
煩
雑
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

　

そ
こ
で
、
償
還
期
限
ま
で
の
間
、
払
込
日
に

　

こ
れ
ま
で
、
貸
付
金
を
即
時
償
還
す
る
際
の
払
込
取
扱
票
は
、
最
終
償
還
期
限
ま
で
の
償
還
額
を

記
載
し
た
一
枚
だ
け
を
送
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
後
は
、
経
過
利
息
が
異
な
る
償
還
額
ご
と
に
払

込
取
扱
票
を
複
数
枚
発
行
し
、
即
時
償
還
通
知
書
に
同
封
し
ま
す
。

よ
っ
て
償
還
額
が
異
な
る
即
時
償
還
の
場
合
に

限
り
、「
即
時
償
還
通
知
書
」
や
「
貸
付
金
異

動
確
認
通
知
書
」
の
内
容
に
合
わ
せ
て
、
複
数

枚
の
払
込
取
扱
票
を
送
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

４　

払
込
取
扱
票
の
使
用
上
の
注
意

① 

同
じ
貸
付
種
別
の
即
時
償
還
の
払
込
取
扱
票

が
複
数
枚
同
封
さ
れ
た
場
合
で
も
、
払
い
込

み
に
使
用
す
る
の
は
一
枚
で
す
。

② 

払
込
日
に
よ
り
償
還
額
が
異
な
り
ま
す
の

で
、「
貸
付
金
異
動
確
認
通
知
書
」
を
よ
く

確
認
し
、
償
還
額
（
使
用
す
る
払
込
取
扱
票
）

を
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

③ 

払
込
額
が
償
還
す
べ
き
額
を
超
過
し
た
と
き

は
、
過
償
還
額
と
し
て
学
校
法
人
等
の
口
座

に
返
金
し
ま
す
。

④ 

払
込
額
が
償
還
す
べ
き
額
に
満
た
な
い
と
き

は
、
償
還
金
の
入
金
手
続
き
を
保
留
し
直
ち

に
学
校
法
人
等
に
通
知
し
ま
す
の
で
、
速
や

か
に
不
足
額
を
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
こ
の
場
合
は
不
足
額
が
払
い
込
ま
れ
た

日
を
も
っ
て
不
足
利
息
や
延
滞
金
の
計
算
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑤ 

複
数
の
種
別
の
貸
付
け
を
利
用
し
て
い
た
場

合
は
、
払
込
取
扱
票
も
貸
付
種
別
ご
と
に
作

成
し
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

⑥ 

即
時
償
還
額
と
し
て
通
知
し
た
額
以
外
の
金

額
で
払
い
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
何
ら

か
の
事
情
で
払
込
取
扱
票
の
訂
正
が
必
要
な

場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
本
事
業
団
に
相
談
の

う
え
、
払
込
取
扱
票
の
再
発
行
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

５　

切
り
替
え
日

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
通
知
す
る

即
時
償
還
か
ら
、
払
込
取
扱
票
を
複
数
枚
発
行

し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
従
来
ど
お
り
最

終
償
還
期
限
ま
で
の
償
還
額
を
記
載
し
た
払
込

取
扱
票
一
枚
だ
け
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
二
十
年
度
末
の
事
前
受
付
手
続
き
で

資
格
喪
失
し
た
借
受
人
の
即
時
償
還
に
つ
い
て

は
、
切
り
替
え
後
の
複
数
枚
発
行
し
た
払
込
取

扱
票
で
通
知
し
ま
す
。

即時償還通知書 

払込取扱票 

貸付金異動
確認通知書

即時償還通知書 

貸付金異動
確認通知書

払込取扱票 

【切り替え前】 【切り替え後】 
借
受
人
あ
て

学
校
法
人
等
あ
て
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加
入
者
の
資
格
取
得

　

教
職
員
を
採
用
し
た
と
き
は
、
採
用
の
日
か

ら
十
日
以
内
に
資
格
取
得
の
報
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。採
用
し
た
教
職
員
が
長
寿
医
療
制
度（
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
）
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て

も
資
格
取
得
の
報
告
は
必
要
で
す
。

　

な
お
、
四
月
一
日
採
用
予
定
者
は
事
前
受
付

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
本
誌
二
月
号
参
照
）。

■
提
出
す
る
書
類

⑴
資
格
取
得
報
告
書

①
新
規
資
格
取
得

　

初
め
て
私
学
共
済
制
度
加
入
校
に
勤
務
す
る
人

②
継
続
資
格
取
得

　

 

前
任
校
（
私
学
共
済
制
度
加
入
校
）
を
退
職

し
た
日
又
は
そ
の
翌
日
に
後
任
校
で
加
入
者

に
な
る
人

③
再
資
格
取
得

　

 

過
去
に
私
学
共
済
制
度
に
加
入
し
た
人
で
、

一
日
以
上
の
期
間
を
空
け
て
再
び
加
入
者
に

な
る
人

※ 

同
一
法
人
で
複
数
の
学
校
を
有
す
る
場
合

は
、
必
ず
所
属
し
て
い
る
学
校
で
「
資
格
取

得
報
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
所
属
学
校
等
変
更
報
告
書

　

同
一
法
人
内
の
別
の
学
校
に
異
動
に
な
っ
た
人

※ 

複
数
の
学
校
を
有
す
る
同
一
法
人
内
で
所
属

に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
ず
「
所
属
学

校
等
変
更
報
告
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
記
入
上
の
注
意

⑴ 

報
告
書
の
氏
名
欄
に
外
国
人
氏
名
を
記
入
す

る
と
き

・ 

カ
タ
カ
ナ
欄
↓
カ
タ
カ
ナ
で
記
入
し
、
氏
と

名
の
間
に
ス
ペ
ー
ス
（
一
字
）
が
必
要
で
す
。

・ 

漢
字
欄
↓
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
又
は
大
文
字
の

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
記
入
し
、
氏
と
名
の
間

は
ス
ペ
ー
ス
（
一
字
）
が
必
要
で
す
。

・ 
氏
と
名
の
間
の
ス
ペ
ー
ス
は
一
か
所
の
み
と

な
り
ま
す
。

⑵
報
告
書
の
住
所
欄

　

必
ず
都
道
府
県
名
か
ら
丁
目
、
番
地
等
ま
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

⑶
基
礎
年
金
番
号
の
記
入

　

私
学
事
業
団
で
は
、
提
出
さ
れ
た
「
資
格
取

得
報
告
書
」
の
基
礎
年
金
番
号
に
基
づ
き
、
加

入
者
情
報
を
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
提
供

し
ま
す
。
基
礎
年
金
番
号
の
記
入
が
な
い
場
合

や
氏
名
等
の
フ
リ
ガ
ナ
が
一
文
字
違
っ
て
い
て

も
新
規
に
基
礎
年
金
番
号
が
付
番
さ
れ
、
二
重

に
番
号
が
付
番
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、

同
一
人
と
思
わ
れ
る
人
が
い
る
場
合
は
、
付
番

済
み
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
か
ら
加
入
者
あ
て
に
「
基
礎
年
金
番

号
照
会（
回
答
）に
つ
い
て
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
回
答
を
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
加
入
者

の
取
得
情
報
を
は
じ
め
、
そ
の
後
の
異
動
処
理

（
氏
名
・
住
所
変
更
・
資
格
喪
失
等
）
に
つ
い

て
も
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
で
は
収
録
さ
れ

な
い
た
め
、
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
の
資

格
が
喪
失
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
将
来
年
金
請
求

の
手
続
き
が
複
雑
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
「
資
格
取
得
報
告
書
」
に
は
、
必
ず
加
入
者

に
基
礎
年
金
番
号
を
確
認
の
う
え
記
入
し
、
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
等
基
礎
年
金
番
号
が
分
か

る
も
の
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
資
格
取
得
報
告
書
」
に
基
礎
年
金

番
号
の
記
入
が
な
い
場
合
（
無
に
○
が
あ
る
場

合
を
除
き
ま
す
）
は
、
確
認
通
知
書
に
「
基
礎

年
金
番
号
追
加
報
告
書
」を
同
封
し
ま
す
の
で
、

記
入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■ 

任
意
継
続
加
入
者
が
再
び
私
立
学
校
に

就
職
し
て
加
入
者
に
な
る
と
き

　

任
意
継
続
加
入
者
は
、「
任
意
継
続
加
入
者

資
格
喪
失
申
出
書
」
に
再
資
格
取
得
す
る
学
校

名
と
取
得
日
を
記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

学
校
法
人
等
は
、「
資
格
取
得
報
告
書
」（
再

資
格
取
得
）
の
余
白
に
「
任
継
喪
失
申
出
書
提

出
済
」
と
朱
書
き
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
被

扶
養
者
が
い
る
場
合
は
、
次
項
参
照
）。

　

被
扶
養
者
の
認
定

　

加
入
す
る
際
に
被
扶
養
者
が
い
る
と
き
は

「
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
」
に
、
戸
籍
謄
本
な

ど
加
入
者
と
の
続
柄
を
確
認
で
き
る
書
類
や
所

得
証
明
書
な
ど
扶
養
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類

を
添
付
し
て
、
必
ず
資
格
取
得
日
か
ら
三
十
日

以
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

継
続
資
格
取
得
の
場
合
は
、
被
扶
養
者
に
変

更
が
な
け
れ
ば
申
請
は
不
要
で
す
。

　

や
む
を
得
ず
添
付
書
類
が
整
わ
な
い
と
き

は
、
認
定
申
請
書
に
添
付
書
類
が
整
わ
な
い
理

由
書
を
添
え
て
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
受
け
付

け
後
、
書
類
不
備
で
返
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
添

付
書
類
が
整
い
次
第
一
括
し
て
再
提
出
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
資
格
取
得
日
か
ら
三
十
日
を
過
ぎ
て

申
請
し
た
場
合
は
、
そ
の
申
請
が
本
事
業
団
で

受
理
さ
れ
た
日
（
発
信
日
が
確
認
で
き
る
場
合

は
そ
の
日
）
が
被
扶
養
者
の
認
定
日
と
な
り
ま

す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
」
が
添
付
書
類
の

不
備
で
返
送
さ
れ
た
場
合
、
資
格
取
得
に
よ
り

交
付
さ
れ
た
加
入
者
証
に
は
被
扶
養
者
の
氏
名

が
記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。
認
定
終
了
後
に
新
し
い

加
入
者
証
を
交
付
い
た
し
ま
す
。

※ 

加
入
者
番
号
が
ま
だ
決
定
さ
れ
て
い
な
い
場

合
、「
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
」
の
加
入
者

番
号
欄
に
つ
い
て
は
、
学
校
番
号
ま
で
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

■
被
扶
養
者
認
定
申
請
時
の
添
付
書
類

⑴ 

認
定
に
必
要
な
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
平
成

二
十
年
版
「
事
務
の
手
引
」
一
三
五
頁
か
ら

一
三
八
頁
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵ 

被
扶
養
者
の
い
る
私
学
共
済
制
度
の
任
意
継

続
加
入
者
が
再
資
格
取
得
し
、
引
き
続
き
被

扶
養
者
の
認
定
を
申
請
す
る
場
合
は
、「
被

扶
養
者
認
定
申
請
書
」
の
余
白
に
「
任
意
継

続
か
ら
の
再
取
得
」
と
任
意
継
続
時
の
加
入

者
番
号
を
朱
書
き
す
る
こ
と
で
、
添
付
書
類

を
省
略
で
き
ま
す
。

採
用
時
の

　
　

手
続
き
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⑶ 

他
の
被
用
者
保
険
制
度
（
国
民
健
康
保
険
を

除
く
協
会
け
ん
ぽ
、
健
保
組
合
、
共
済
組
合

等
）
か
ら
、
引
き
続
き
資
格
取
得
す
る
場
合

① 

他
の
被
用
者
保
険
制
度
で
被
扶
養
者
に
認
定

さ
れ
て
い
た
配
偶
者
の
み
又
は
配
偶
者
と
子

を
引
き
続
き
被
扶
養
者
と
し
て
申
請
す
る
場

合
は
、
戸
籍
謄
本
や
所
得
証
明
書
等
に
代
え

て
、
保
険
証
の
写
し
又
は
資
格
証
明
書
等
で

も
取
り
扱
い
ま
す
。

② 

子
だ
け
が
被
扶
養
者
に
認
定
さ
れ
て
い
て
、

学
校
法
人
等
か
ら
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
な

い
場
合
は
、夫
婦
共
同
扶
養
の
確
認
の
た
め
、

加
入
者
と
配
偶
者
の
収
入
を
比
較
す
る
書
類

と
し
て
、
加
入
者
の
年
収
見
込
証
明
と
配
偶

者
の
年
収
見
込
証
明
又
は
前
年
の
源
泉
徴
収

票
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※ 

被
扶
養
者
が
加
入
者
と
離
れ
た
場
所
で
生
活

す
る
場
合
は
、
遠
隔
地
被
扶
養
者
証
を
交
付

し
ま
す
の
で
、「
遠
隔
地
被
扶
養
者
証
交
付

申
請
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
国
民
年
金
第
三
号
被
保
険
者
の
届
け
出

　

六
十
五
歳
未
満
の
加
入
者
が
二
十
歳
以
上

六
十
歳
未
満
の
配
偶
者
を
被
扶
養
者
と
し
て
認

定
申
請
す
る
場
合
は
、「
国
民
年
金
第
三
号
被

保
険
者
資
格
取
得
・
種
別
変
更
・
種
別
確
認（
三

号
該
当
）
届
」
を
、「
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
」

と
同
時
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

加
入
者
証
が
届
く
前
に

　
　
　
　

保
険
診
療
を
受
け
る
と
き

⑴ 

加
入
者
番
号
が
決
定
し
て
い
る
場
合
又
は
被

扶
養
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
場
合

　

学
校
法
人
等
の
代
表
者
が
加
入
者
に
「
療
養

資
格
証
明
書
」（「
事
務
の
手
引
」八
七
頁
参
照
）

を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
加
入
者
番
号

等
は
共
済
事
業
本
部
又
は
各
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

（
東
京
・
京
都
を
除
き
ま
す
）
の
共
済
業
務
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

⑵
加
入
者
番
号
が
未
決
定
の
場
合

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
い
っ
た
ん
全
額
自
費
負

担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場

合
、
診
療
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
、
保
険
診
療

に
該
当
す
る
分
に
つ
い
て
は
療
養
費
や
家
族
療

養
費
と
し
て
現
金
給
付
さ
れ
ま
す
の
で
、「
診

療
報
酬
領
収
済
証
明
書
」
に
医
師
の
証
明
を
受

け
、「
療
養
費
・
家
族
療
養
費
請
求
書
」
に
添

付
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　

継
続
資
格
取
得
者
の
福
祉
事
業

■
積
立
貯
金

　

積
立
貯
金
に
加
入
し
て
い
る
人
が
継
続
資
格

取
得
し
た
と
き
は
、
積
立
貯
金
は
一
時
留
保
の

取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。
新
た
な
加
入
者
番
号

が
決
ま
り
次
第
「
積
立
復
活
届
書
」
を
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
、
積
み
立
て
を
再
開
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

■
積
立
共
済
年
金
・
共
済
定
期
保
険

　

積
立
共
済
年
金
又
は
共
済
定
期
保
険
に
加
入

し
て
い
る
人
が
継
続
資
格
取
得
し
た
と
き
は
、

自
動
的
に
継
続
加
入
と
な
り
ま
す
の
で
、
手
続

き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
継
続
資
格
取
得
時
に
住
所
及
び
振
替

口
座
の
変
更
を
す
る
場
合
は
、
積
立
共
済
年
金

加
入
者
は
「
積
立
共
済
年
金
振
替
口
座
・
住
所

変
更
依
頼
書
」
を
、
共
済
定
期
保
険
加
入
者
は

「
共
済
定
期
保
険
事
業
振
替
口
座
・
住
所
・
電

話
番
号
変
更
申
出
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
貸
付
け

⑴
一
般･

教
育･

結
婚
・
災
害
・
医
療
貸
付

　

住
宅
貸
付
以
外
の
貸
付
け
を
利
用
し
て
い
る

人
が
継
続
資
格
取
得
し
た
場
合
は
、
後
任
校
を

通
じ
て
「
異
動
報
告
書
」
を
提
出
す
れ
ば
、
後

任
校
で
も
引
き
続
き
定
期
償
還
で
き
ま
す（「
事

務
の
手
引
」
九
三
四
頁
参
照
）。

⑵
住
宅
貸
付

　

住
宅
貸
付
を
利
用
し
て
い
る
人
が
前
任
校
か

ら
退
職
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
前
任

校
は
住
宅
貸
付
の
未
償
還
額
を
支
給
額
か
ら
控

除
し
、
即
時
償
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
前
任
校
の
退
職
手
当
等
で
全
額
償
還

で
き
な
い
場
合
や
、
同
一
県
内
の
退
職
金
財
団

加
盟
校
間
の
異
動
な
ど
の
事
情
で
退
職
手
当
等

が
前
任
校
か
ら
支
給
さ
れ
な
い
場
合
、
継
続
資

格
取
得
し
た
後
任
校
で
定
期
償
還
を
続
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
借
受
人
は
、
前
任
校
と
後
任

校
を
通
じ
て
、次
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
前
任
校
の
手
続
き

イ 　

前
任
校
の
資
格
喪
失
報
告
を
確
認
す
る

と
、
本
事
業
団
か
ら
「
即
時
償
還
通
知
書
」

と
「
払
込
取
扱
票
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

ロ 　

前
任
校
の
退
職
手
当
等
の
額
が
、
即
時
償

還
額
よ
り
多
い
場
合
は
、
イ
に
よ
り
償
還
額

を
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
後
任
校
で
の
償

還
は
で
き
ま
せ
ん
。

ハ 　

退
職
手
当
の
額
が
即
時
償
還
額
よ
り
も
少

な
い
と
き
は
、
退
職
手
当
等
の
支
給
額
を
明

記
し
た
「
退
職
手
当
支
給
証
明
」（
書
式
は

任
意
、
要
学
校
印
）
を
作
成
し
、
イ
を
添
付

し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
支
給
額
に
応
じ

て
即
時
償
還
額
を
通
知
し
ま
す
の
で
、
償
還

額
を
控
除
し
て
、
学
校
法
人
等
が
払
い
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

ニ 　

前
任
校
と
後
任
校
が
同
一
県
内
の
退
職
金

財
団
に
加
盟
し
て
い
る
た
め
、
退
職
手
当
等

が
支
給
さ
れ
な
い
と
き
は
、「
退
職
手
当
引

継
証
明
」（
退
職
手
当
を
後
任
校
に
引
き
継

ぐ
旨
を
記
入
し
た
も
の
。
書
式
は
任
意
、
要

学
校
印
）
に
イ
を
添
付
し
、
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

ホ 　

そ
の
他
の
事
情
で
退
職
手
当
が
支
給
さ
れ

な
い
と
き
は
、「
退
職
手
当
不
支
給
理
由
書
」

（
書
式
は
任
意
、要
学
校
印
）に
イ
を
添
付
し
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
後
任
校
の
手
続
き

イ　

次
の
書
類
を
作
成
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・「
異
動
報
告
書
」

・「
退
職
手
当
引
当
承
諾
書
」

・ 「
団
体
信
用
生
命
保
険
申
込
書
兼
告
知
書（
だ

ん
し
ん
告
知
書
）」（
団
体
信
用
生
命
保
険
に

継
続
し
て
適
用
を
希
望
す
る
場
合
。
未
適
用

者
の
新
た
な
申
し
出
は
不
可
）

ロ 　

異
動
報
告
を
確
認
す
る
と
、
即
時
償
還
を

取
り
消
し
て
定
期
償
還
を
継
続
し
た
旨
を
通

知
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
際
に
、
前
任
校
で

定
期
償
還
し
て
い
な
い
月
分
の
「
払
込
取
扱

票
」
を
個
別
に
作
成
し
送
付
し
ま
す
の
で
、

借
受
人
か
ら
償
還
額
等
の
提
出
を
受
け
、
後

任
校
が
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
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　医療保険　年金保険　介護保険のあらまし

医
療
保
険

制　度 国民健康保険 全国健康保険協会管掌健康保険 組合管掌健康保険 船員保険 共済組合 

管　轄 市区町村 全国健康保険協会 健康保険組合
（大規模事業者等が設立）社会保険庁

各公務員の共済組合
私学事業団

適　用 自営業者等 民間会社等の従業員 民間会社等の従業員 船員 公務員 私学教職員
　　　※全国健保協会管掌健康保険は、政府管掌健康保険に代わる医療保険として平成20年10月に設立されました。
　　　≪医療保険には退職者や高齢者を対象とした別枠の制度や財政調整の仕組みがとられています≫
　　　 退職者医療制度 ⇨ 学校や会社を退職した年金者と扶養家族のうち65歳未満の方が適用されます。制度は加入者自

身の保険料と被用者保険からの拠出金で賄われています（＊この制度は平成20年４月の高齢者医療制
度の創設に伴い廃止される予定となっていますが、経過措置によりしばらくの間存続します）。

　　　 前期高齢者医療制度 ⇨ 65歳から74歳までの方を対象に被用者保険と国民健康保険間での費用の財政調整を行う制
度です。

　　　 後期高齢者（長寿）医療制度 ⇨ 75歳以上（65歳以上75歳未満の一定の障害者を含む）の高齢者を対象。制度は加
入者自身の保険料10%と公費負担50%、各医療保険制度40%の負担により費用が
賄われています。

年
金
保
険

制　度 国民年金 厚生年金 共済組合（３つの制度があります）

管　轄 社会保険庁 社会保険庁 国家公務員共済組合 地方公務員共済組合 私学事業団

適　用 自営業等 民間会社等の従業員 国家公務員 地方公務員 私学教職員
　　　○20歳以上60歳未満の被用者は、厚生年金や共済組合に加入すると同時に国民年金にも加入します。
　　　○ 基礎年金番号制度（平成９年１月導入）により一人一人に基礎年金番号が付けられます。この番号は再就職など

で加入する制度が変わっても変更されることはなく、同じ番号で加入経歴などの記録が管理されます。
　　　○ 年金給付は老齢年金（国年、厚年）又は退職年金（共済）、障害年金、遺族年金の３種類で、給付形態は基礎年金（定

額）部分と給与比例部分の２階建てが基本です。なお、共済年金には職域部分があり３階建てとなっています。
　　　○老齢年金又は退職年金の受給開始年齢は、原則65歳ですが、生年月日による経過措置があります。

介
護
保
険

管轄は市区町村。要介護者を社会的に支えていく制度
適　　用 65歳以上者は第１号被保険者となり、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第２号被保険者です
介護認定 ５段階（介護認定審査会で要介護１から５を認定）
介護給付 第１号被保険者は要介護度に応じて介護給付。第２号被保険者は15種類の特定疾患にかかる介護給付
予防給付 要支援認定者に日常生活支援を給付

　　　○財源は、介護保険料のほか、かかった費用の１割を自己負担、残り９割を保険料と税金で賄われています。

社会保険と私学共済との関わり
私学共済制度と関わるのは、社会保険では、医療保険、年金保険、介護保険の三つと、社会手当では児童手当です。
医療保険 ⇨ 前期高齢者医療制度、後期高齢者（長寿）医療制度、退職者医療制度を支援するため

拠出金を負担しています。また、健康保険法などの法律改正により医療保険の給付等
の内容が変わった場合は、それに応じて短期給付の内容が変更されます。

年金保険 ⇨ 加入者は基礎年金である国民年金にも加入しており、基礎年金の給付にかかる費用を
拠出しています。

介護保険 ⇨ 加入者のうち40歳以上65歳未満の方は介護掛金を負担しています。
社会手当 ⇨学校（納付対象校のみ）は児童手当の拠出金を負担しています。

社会保険の今後　人口高齢化と医療、年金給付費の増大

平成17年  平成37年（推計） 将来像

⇨
医療･年金制度の見直し医療･年金制度の見直し

⇩
人口　 1億2800万人
　65歳以上　2580万人
医療給付費　28兆円
年金給付費　46兆円 

1億1500万人（－1300万人）
　65歳以上　3670万人（+1090万人）
　48兆円（+20兆円）
　65兆円（+19兆円）

人口の更なる減少 
高齢者人口の増加
給付費の著しい増大
（負担の困難） 私学共済制度に大きな影響
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○ 私学共済制度は難しくてよく分からないという声を聞
きます。そこで、今月号から私学共済制度の基礎知識
を掲載することにしました。

○ 第１回は社会保障全般の概要について触れることにし
ます。
○ 私学共済制度は社会保険制度の一つですから、社会保
障や社会保険のことを確認しておくことが私学共済制
度の理解に向けた第一歩となります。

社会保障とは
○ 社会保障は、病気や老齢、死亡等
によって生活上に支障が生じた場
合に、国や公共団体が給付やサー
ビスなどを行うことにより生活の
安定を図るためのものです。

私学共済は
社会保障の中の
社会保険制度の
一つです

社会保障の仕組み 社会保障は４つの仕組みでできて
います。

社 会 保 険

医 療 保 険
年 金 保 険
介 護 保 険
雇 用 保 険
労 災 保 険

公 的 扶 助

生活保護等

社 会 福 祉

障害者福祉
老人福祉等

社 会 手 当

児 童 手 当
児童扶養手当等

私学共済の設立と構成

昭和29年１月１日設立
加入校　3,400校
加入者　50,000人
　　　　⇩
（平成21年１月現在）
加入校　14,000校
加入者　490,000人

社会保険制度は社会保障の中心
○ 社会保険制度は、病気や老齢、死亡、失業な
どの保険事故に備えて保険料を拠出し事由が
発生したときに給付を受ける制度で、社会保
障制度の中心となっています。

◇ 私立学校に常時勤務され給与を受けられる教
職員等の方々の社会保険制度は私学共済制度
が適用されます。

◇ 私学共済制度では社会保険制度として医療保
険と年金保険を扱っています。

min
i memo

min
i memo

min
i memo

私立学校のうち、私学共済設立時の経緯等から
私学共済ではなく健康保険と厚生年金に加入し
ている学校もあります。

min
i memo

min
i memo

min
i memo

年齢と社会保険制度の一般的関わり（医療、年金、介護）

0歳 75歳65歳40歳20歳

就学未就学 就職 退職

医療
保険

疾病の治療、療養（医療費保障）
長寿
医療

年金
保険 

遺族年金

障害年金

老齢年金
（退職年金）

介護
保険

特定疾患介護

在宅、施設介護

年齢

社会
保険

＊遺族、障害年金は、死亡や障害認定が給付要件となります。

私学共済制度の基礎知識　①
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私学事業団ホームページ　http://www.shigaku.go.jp/
（「月報私学」はホームページにも掲載しています）

資格取得・資格喪失報告書の事前受付について
　平成21年３月31日退職者及び４月１日採用予定者の届け
出にかかる事前受付を３月２日（月）から実施します。
　加入者証等は、今年度から毎週２回の決定後に順次発
送することになりました。詳しくは、本誌２月号をご覧
ください。

受付期間 ３月２日以降

決 定 日 受付日から８～10日後の火曜日・金曜日

発 送 日 決定日から３日後（土・日・祝日を除く）

・ 受付日から加入者証等の発送までの事務処理に概ね２
週間（標準処理期間）が必要になります。

・ 処理状況に関する電話照会は大変混み合いますので、
標準処理期間中はお待ちください。

・ ３月中に加入者証が学校法人等に届いた場合でも、４
月１日以降に該当者にお渡しください。

・ 取得時給与は誤りがないよう交通費等を確認のうえ提
出してください。

共済定期保険の配当金の受取口座に変更があるとき
　平成20年度配当金の送金は、６月下旬の予定です。20
年10月１日現在の共済定期保険加入者に還元します。現
在届け出ている指定金融機関（保険料振替口座）の口座
解約や改姓による名義変更及び金融機関の統廃合による
支店名や口座番号の変更がある場合には、４月10日（金）
までに「振替口座・住所・電話番号変更申出書」を提出
してください。
　なお、期限までに変更申出書の提出がない場合は、配
当金の送金が遅れるだけでなく、後期保険料の振り替え
ができず、脱退となることもありますので、ご注意くだ
さい。

オランダとの社会保障協定が今月発効しました
　日本とオランダ両国の社会保障制度への二重加入防止
と両国の年金加入期間の通算等を目的とした社会保障協
定が、21年３月１日に発効しました。
※ 社会保障協定の内容については、社会保険庁の社会保
障協定ホームページをご参照ください。

　（http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm）
　なお、手続きについては直接私学事業団にお問い合わ
せください。

平成21年度任意継続加入者標準給与の上限額
　任意継続加入者にかかる標準給与の上限額は、平成20
年度と同額の383,000円で変更はありません。
　このため、「任意継続掛金早見表」は20年度のものを
引き続き利用していただく予定ですが、21年度の「任意
継続加入者用介護分掛金早見表」は、介護掛金率に変更
が見込まれることから３月上旬に送付する予定です。

積立共済年金・共済定期保険・アイリスプラン
関係書類の送付先等が変更になります

　平成21年４月１日から事務処理方法の変更に伴い、「積
立共済年金」「共済定期保険」「アイリスプラン」にかか
る関係書類送付先及び相談電話番号が、下記のとおり変
更となります。お間違えのないようにご注意ください。
◆送付先　〒113-8441　東京都文京区湯島１－７－５
　　　私学事業団共済事業本部　福祉部保健課貯金係
　　　☎０３－３８１３－５３２１（代）

３月の共済業務スケジュール

２日（月）

資格事前受付開始
掛金 1月分口座振替（自振校のみ）
掛金 1月分納期限
貸付 2月分定期償還口座振替（自振校のみ）
貸付 送金

５日（木） 貸付 ２月分定期償還期限
10日（火） 貯金 払込期限（必着）
13日（金） 貸付 申込・任意償還申出締切

23日（月） 貯金 送金
貸付 送金

25日（水） 貯金 払戻・解約請求締切
積立共済年金 脱退申出等締切

30日（月） 掛金 2月分口座振替（自振校のみ）
貸付 3月分定期償還口座振替（自振校のみ）

31日（火）
掛金 2月分納期限
貸付 翌月22日送金申込締切
共済定期保険 退職・脱退申出等締切

２日（木） 貸付 送金
５日（日） 貸付 ３月分定期償還期限
10日（金） 貯金 払込期限（必着）

４月の共済業務スケジュール

共済業務

〒113 - 8441
文京区湯島１-７-５
☎03（3813）5321（代表）
ご照会の際には、学校番号、加入者番号をお手
元にご用意くださるよう、お願いします。
http://www.shigakukyosai.jp/

　共済事業本部の代表電話がつながりにくい状態に
なっており、ご迷惑をおかけしております。特に、
月曜日や午前中は電話が大変混雑しておりますの
で、ご了承ください。
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INFORMATION

助成業務
〒102 - 8145
千代田区富士見１-10-12
☎03（3230）1321（代表）
http://www.shigaku.go.jp/s_home

助成業務の貸付金にかかる償還のご案内
（平成21年3月分）

　助成業務の貸付金にかかる元金・利息の償還について
は、契約締結後にお送りしました「償還年次表」及び後日
お送りする「貸付金返済期日のご案内」を参照のうえ、振
込指定期日までに私学事業団指定口座にご入金ください。
　振込指定期日を過ぎますと、その翌日から支払日（本
事業団の口座に入金された日）までの期間について、遅
延損害金が発生しますので、ご注意ください。
　償還金の振り込みの際には次の点にご留意ください。
　① 「貸付金返済期日のご案内」に同封する「振込依頼

書」を使用し、「電信扱い」にしてください。
　② 償還金は、必ず ｢学校法人単位｣ で一括してお振り

込みください（設置学校ごとに分割しての振り込み
はご遠慮ください）。

※ 特に３月は約定償還月にあたりますので、遺漏のない
ようお取り計らいください。

 融資部　融資課　　
 ☎03（3230）7868～7870
 Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

助成業務貸付金残高証明書の発行について
　助成業務の貸付金残高証明書については、貸付残高の
ある全学校法人に対し、平成21年３月31日現在の貸付残
高証明書１部を４月下旬から５月上旬に送付予定です。
貸付残高のある法人においては、発行願を提出する必要
はありません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、
使用目的・証明年月日・必要部数を明記し、理事長印を
押印した「残高証明書の発行願」（Ａ４判）と返信用封
筒（切手を貼付したもの）をご提出ください。
　① 20年度末現在の残高証明書を２部以上必要とする場合
　② 20年度末現在以外の時点での残高証明書を必要とす
る場合

　なお、20年度末時点において残高がない場合には、残
高証明書を発行しませんので、ご了承ください。
〔会計監査人への残高証明書の発行〕
　会計監査人あての残高証明書は、本事業団から直接監
査人に発行します。必要な学校法人は、残高証明書発行
願にあたる「確認依頼状」（公認会計士協会所定様式）と、
送付先の監査人の住所・名称（氏名）を明記した返信用
封筒（表書に「学校法人○○学園監査資料」・「学校法人
番号」を併記し、切手を貼付したもの）をご提出ください。
 融資部　融資課
 ☎03（3230）7868～7870
 Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

●受 験資格…昭和55年４月２日以降生まれの者で、
学校教育法による大学の学部を卒業した者、
もしくは平成22年３月までに卒業見込みの者
または本事業団がこれらと同等と認めた者。

●採用予定人数…10名程度
●採用予定年月日…平成22年４月１日
　　（平成21年度中に採用の場合あり）
●受験申込期間
　　平成21年３月30日（月）～４月17日（金）
 （予定）

●第一次試験（教養・作文）
　　平成21年５月24日（日）（予定）
　　　於…東京大学教養学部駒場キャンパス
●第二次試験（第一次試験合格者に対する面接等）
　　平成21年６月（予定）

【問い合わせ先】
総務部　人事課
　人事第一係　☎03（3230）7884・85
　人事第二係　☎03（3813）9518
　　Ｅメール　jinji@shigaku.go.jp

平成21年度　日本私立学校振興・共済事業団職員募集
私学事業団では、下記のとおり平成21年度職員採用試験を行います。
☆受験手続き、その他詳細については本事業団ホームページにてご確認ください。

広報誌にかかるアンケートにご協力ください
　学校法人等代表者及び学校事務担当者あてに「私学事業団広報誌にかかるアンケート調査」を本誌2月号に同封
してお送りしました。アンケートへのご協力をお願いします。なお、アンケート調査書は3月中に共済事業本部ま
でご送付ください。皆様のご意見をお待ちしています。
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融資事業のご案内

平成21年度事業団融資のご相談お待ちしています！平成21年度事業団融資のご相談お待ちしています！

ご相談はお早目にどうぞ 問い合わせ先
（私学振興事業本部）

融資部　融資課　☎03（3230）7862～7867
Ｅメール yushi@shigaku.go.jp

◆融資金利表（平成21年３月１日現在）

融資費目
返済期間

20年以内
（うち据置2年）

10年以内
（据置年数含む）

6年以内
（据置年数含む）

校（園）舎、体育館、講堂、
遊戯室等の建築事業等並び
に校（園）地の買収事業等

（一般施設費）

年％

1.9

年％

1.4

年％

1.2
寄宿舎、国際交流会館、セ
ミナーハウス等の建築事業
並びに当該施設建築のため
の土地買収事業等

（特別施設費）

2.0 1.5 －

校教具、通園バス等
※幼稚園、特別支援学校、
専修学校が対象
（教育環境整備費）

－ －
5年6か月以内

（うち据置6か月）

1.0
大型設備・情報技術整備等

（教育環境整備費） － 1.4 －
※融資金利は毎月の金利情勢により変更することがあります。
※ 上記費目以外にも災害復旧事業、公害対策事業等が対象とな
ります。

○校舎、園舎等の施設の建築（改修も含みます）
○校地、園地の購入
○機器備品の購入

私学事業団融資は、
長期借入・固定金利・元金据置（最大２年間）・
元金均等返済です。

施設整備をご計画なら、
「安心で安定感ある」事業団資金のご利用を
検討されてはいかがでしょうか。

宿泊施設のご案内
インターネットで宿泊予約ができます。
http://www.shigakukyosai.jp/

札幌ガーデンパレスのおすすめ宿泊プラン

〒060-0001　札幌市中央区北１条西６丁目　☎011（261）5311
 （ＪＲ札幌駅から徒歩７分）
http://www.hotelgp-sapporo.com

　札幌ガーデンパレスは、北海道庁・大通公園の近くに位
置し、ビジネスや観光など様々なニーズに対応できるホテ
ルです。

１泊２食　１名様　10,000円（税込み）

夫婦１００プラン
年齢の合計が100歳以上となるご夫婦のためのプランです。

●ご夕食は館内の４店舗の中からお選びください。
　 洋食レストラン「スピカ」、中華レストラン「赤坂四川
飯店」、郷土料理「ゆきぐに」、板前和食処「蛯天庵」

●お部屋はデラックスツインをご用意いたします。

シングル １泊朝食 １名様  6,400円（税込み）
ツイン　 １泊朝食 ２名様 11,800円（税込み）

得とく宿泊プラン
ご朝食付きのお得なプランです。

●平成21年５月31日までのプランです。

● 全室に20インチ液晶テレビ・インターネットLAN回線（無料）を
完備しています。
●禁煙ルーム（要予約）もご用意できます。
● ホームページに、その他のお得なプランを掲載しています。

北海道庁旧本庁舎 札幌ガーデンパレス外観


